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社会保障番号（Social Security Number） 

 

アメリカには社会保障番号（Social Security Number）と云ういわば市民 ID があり、 

連邦社会保障局によって発行され、就職、就労、納税、W2 フォーム、国税申告 (1040  

Return)、州税申告、生活保護、運転免許書、パスポート、年金、銀行預金、有価証券

売買、ローン申請、SAT、入学、裁判、医療保険、診療、政府交付金、生命保険、固定

資産売買、社会福祉（生活保護）申請、等々、ありとあらゆる事に必要条件となる。現

在では出生と同時に交付される。 

 

アメリカではありとあらゆる恩典がこの社会保障番号に付随されている為、日本のよう

に年金保険料を支払ったのに、簡単に年金がもらえない等と云うような事は起こらない。

原則的に国民年金である社会保障金は各々の市民が生涯をかけて支払った社会保障税額

（ポイント）によって決められるので、これは国税の一部としていかなる所得にも課せ

られる。現在、所得の 6.75％を社会保障税として給料から差し引き、企業が代わって国

税局に毎月支払い、一年間の支払い総額は翌年 2 月 1 日までに W2 フォームと呼ばれる

明細書にて各々従業員に渡される事になっている。この法律厳しくあらゆる企業に徹底

されている。この W2 フォームには国税、諸々なる州税、地方税、社会保障税、社会保

障医療保険税、個人退職積立金、等の情報が記録されており、これらの情報は全て IRS

（Internal Revenue Service - 国税局）、州税局のシステムに入っている。又、銀行はこの

社会保障番号の下で支払った利息、受け取った利息等を国税局に自動的に通達している

ので、納税者は偽りの申告は出来ない。 

 

又、社会保障年金を含めたあらゆる個人年金は課税の対象となるし、保険会社を始め、

各雇用者は社会保障番号の下で申告するので、これからも逃れる事は出来ない。医療費

は非課税の対象となるので医療機関もこの社会保障番号で処理する。言うならば、社会

保障番号は納税と恩典の為にあると言っても過言ではない。離婚による母子家庭は多い

が、夫あるいは父親が何処に逃げても、社会保障番号に扶養責務が付随しているので、

その責任から逃れる事は困難である。アメリカは少なくとも半世紀以上社会保障番号を

使用して来た。 

 

日本の国民年金保険料は税金ではなく、言わば国民の選択である。したがって高年にな

ってから国民年金保険料を支払わなかった者は社会福祉制度の恩典（生活保護）を受け

る事態が多くなる。これは過酷な納税者負担である。年金システムの一様化は支払い恩

典を受ける手続きが簡単で、短期間の内に支払いが開始できる。統一された個人 ID の

下では、特に老後の恩典（国民健康保険、国民年金等）情報把握が容易になるのは明白

である。又、年金保険料等を国税の一部として義務付け、所得に応じて徴収すれば、滞

納問題もなくなり、収納職員も不必要となるはずである。アメリカでは社会保障年金基

金を含めた社会福祉財政緊迫の為、個人別社会保障年金システムを議会財務委員会で考

慮中である。これは基本的には経済的老後生活は自分で貯蓄、管理せよ、と云う合理的

な考えで、各々の社会保障番号の下に無税で積み立てをし、あるいは投資し、政府が保

証する利率に基づいて個人の老後基金が生涯を通して増やすシステムである。しかしこ
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れは州（地域）差、所得格差、あるいは教養の差に応じて貧富の格差が生じるのは必至

の為、行き詰まっている。 

 

私は生涯を通してアメリカの会社に勤務していたので、社会保障年金受領申請手続きを

東京の米国大使館内にある社会保障局事務所で行なった。申請後 1ヶ月以内に私の小樽

の銀行口座にアメリカの連邦社会保障局より支払いが毎月自動的に振り込まれている。

手続き上必要だったものは、社会保障番号、パスポート（身分証明の為）、振り込まれ

る銀行情報だけだった。この東京の社会保障局事務所のコンピューターには私に関する

全ての情報が入っていたからである。 

 

アメリカに在住する日本人も殆どの場合、この社会保障番号が必要となる。その方が便

利である。一般に外国人は社会保障番号は永住権を取得しなければ発行してもらえない

が、条件付社会保障番号、あるいは納税番号は発行してくれる。又、日米間の協定で日

本の国民年金保険料とこの社会保障税を組み合わせてくれる事になっている。 

 

日本の年金システムは複雑そのもの。生涯を通して雇用者が複数の場合とか、在住行政

区域が数回変わった場合、厚労省年金局（社会保険庁）は支離滅裂、途方に暮れる。日

本も一時も早くこの社会保障番号の様な一貫した社会保障番号制度を取り入れる事は必

至である。アメリカでは個人情報としての社会保障番号の悪用は稀である。 
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 W2 フォーム。雇用者から 2 月 1 日に送付 

 される前年度の支給明細書。 社会保障番号 

 の下に国税、州税、年金税、社会保障税,  

 失業保険税等の情報が盛り込まれている。 

 

1040 フォーム。国税確定申告書。アメリカの国税申告 

は複雑で約 100 種類以上のフォームがある。 

 


